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埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
内
に
該
当
す

る
場
合
、事
業
者
は
町
教
育
委
員
会

に
工
事
着
工
60
日
前
ま
で
に
所
定
の

届
出
書（
文
化
財
保
護
法
第
93
条
第

１
項
）を
２
部
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。こ
の
間
、工
事
の
着
工
は
で

き
ま
せ
ん
。

　

届
出
書
は
、町
教
育
委
員
会
を
経

由
し
、県
教
育
委
員
会
文
化
遺
産
課

に
進
達
さ
れ
、事
業
内
容
等
を
検
討

し
、お
お
む
ね
下
記
の
い
ず
れ
か
を

指
示
し
ま
す
。

　

新
築
・
工
事
等
を
計
画
さ
れ
る
場

合
に
は
、埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に
該

当
す
る
か
を
和
歌
山
県
埋
蔵
文
化
財

包
蔵
地
所
在
地
図
で
確
認
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

所
在
地
図
は
、中
央
公
民
館
で
閲

覧
で
き
る
ほ
か
、和
歌
山
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
も
公
開
し
て
い
ま
す
。

工
事
等
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
も
、

事
前
の
相
談
、照
会
は
で
き
る
だ
け

早
い
時
期
に
お
願
い
し
ま
す
。

発
掘
調
査

　

工
事
に
先
立
ち
行
う
調
査
で
、遺

跡
の
内
容
を
把
握
す
る
た
め
の
部
分

的
な
発
掘
を
行
う
確
認
調
査
と
、記

録
保
存
の
た
め
の
本
発
掘
調
査
が
あ

り
ま
す
。

工
事
立
会

　

工
事
の
現
場
を
、町
教
育
委
員
会

お
よ
び
県
文
化
遺
産
課
の
担
当
職
員

が
立
ち
会
い
ま
す
。

慎
重
工
事

　

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
内
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
、慎
重
に
工
事
を
実

施
し
、も
し
埋
蔵
文
化
財
を
発
見
し

た
場
合
は
、町
教
育
委
員
会
へ
連
絡

を
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
埋
蔵
文
化
財
発
掘
の
届
出
書

　
　
（
指
定
の
様
式
）　

２
．�

土
木
工
事
を
行
う
位
置
図
・
付

近
見
取
図

３
．�

土
木
工
事
等
の
概
要
書
類
・
図

面（
土
地
利
用
計
画
図
・
建
物

配
置
図
・
建
物
の
平
面
図
・
立

面
図
・
基
礎
図
・
地
中
埋
蔵
物

に
関
す
る
図
面
等
）

　

※
提
出
部
数　

２
部

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
さ
れ
る
場
合

○
和
歌
山
県
教
育
委
員
会
文
化
遺
産
課

和
歌
山
県
埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
所
在
地
図

http://w
w
w
.pref.w

akayam
a.lg.jp/

�prefg/500700/m
aizou/index.htm

l

・
直
接
閲
覧
さ
れ
る
場
合

　

工
事
等
予
定
の
わ
か
る
地
図（
住
宅

地
図
等
）を
ご
持
参
の
う
え
、日
高
町

中
央
公
民
館
ま
で
、お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、日
高
町
中
央
公
民
館

（
☎
６
３･

３
８
１
１
）ま
で
。

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
内
に
お
け
る

�
土
木
工
事
等
の
手
続
き
に
つ
い
て

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
に

該
当
す
る
場
合
の
手
続
き

新
築
・
工
事
等
を
す
る

場
合
の
事
前
相
談
・
照
会

提
出
書
類

閲
覧
方
法

教 

育 

委 

員 

会

お
知
ら
せ

お問い合わせは、下記まで。
学校教育班（☎63・2038）
生涯学習班（☎63・3812）
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　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、バス・タク
シー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、１冊目は年間１万２０００円分を助成券で交付します。
　②２冊目は同様のものを、１万円で販売します。
　　※助成券はお一人につき、最大２冊まで
　③利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　平成30年３月末までです。

対象者
　●町内に住民登録を有する75歳以上の方（昭和18年4月1日以前に生まれた方）
　　※（注）・日高町福祉タクシー券助成事業の助成を受けている場合は、重複して利用する
　　　　　　ことはできません。

ご利用方法
　①利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に「利用者証」を乗
　　務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎63・2002 愛あいケアタクシー ☎20・1090
川上タクシー ☎24・0200 印南交通 ☎42・0105
中紀河南タクシー ☎24・1001

南部タクシー ☎0739・
　72・2133港タクシー ☎65・3100

介護タクシーふくしん ☎20・5272

御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者
外出支援事業

野
焼
き
は
法
律
で

�

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
「
近
所
で
ご
み
を
燃
や
し
て
い
て
、煙
で
困
っ

て
い
る
」、「
ご
み
の
焼
却
で
灰
や
燃
え
か
す

が
、田
ん
ぼ
に
入
って
困
る
」な
ど
の
苦
情
が

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
で
の
ご
み
の
焼
却
は
、近
隣
の
人
に

迷
惑
を
掛
け
る
だ
け
で
な
く
、ダ
イ
オ
キ
シ

ン
類
発
生
や
火
災
の
危
険
な
ど
、さ
ま
ざ
ま

な
問
題
と
な
って
い
ま
す
。

　

ド
ラ
ム
缶
・
ブ
ロッ
ク
囲
い
・
素
ぼ
り
の
穴

を
利
用
し
た
も
の
や
、法
で
定
め
ら
れ
た
構

造
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
焼
却
炉
な
ど
に

よ
る
焼
却
は
、法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
ご
み
は
焼
却
せ
ず
に
、決
め
ら
れ
た

収
集
日
に
分
別
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。農

林
漁
業
を
営
む
た
め
の
や
む
を
得
な
い
焼
却

な
ど
は
、法
律
で
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い

ま
す
が
、焼
却
量
や
時
間
帯
、風
向
き
な
ど

を
考
慮
し
ま
し
ょ
う
。

お問い合わせは、
（☎63・3800）まで。

住民福祉課
お知らせ


